
 

 

 道路の損傷復旧  
 

 

交通事故などによって、防護柵や道路照明、道路標識などの道路施設が損傷した場合、原

因者（道路施設の損傷を生じさせた者）の負担により早期に復旧する必要があります。 

 

原因者は、道路を管理している「道路管理者」に対して次のとおり手続きを行う必要があ

りますが、詳細については問い合わせのうえ、担当者の指示に従い手続きを進めてください。 

 

＜概略フロー＞ 

   

 



 

＜原因者が提出する書類＞ 

・道路損傷現認・負担書 

【添付書類】自動車保険証券の写し（任意対物保険） 

※様式を手交または送付しますので、必要事項を記載し、必要書類を添付して道路管理者

へ提出してください。 

 

＜施工会社が提出する書類＞ 

・施工計画等確認申請書・・・・・様式Ｇ３、記載例等 

【添付書類】施工内容等を明らかにした図面その他必要書類（位置図、施工方法、工程表、 

構造図、交通規制図、緊急時体制表、損傷状況写真、建設業許可証の写し等） 

・工事着手届・・・・・・・・・・様式Ｇ９ 

【添付書類】道路使用許可書の写し（道路交通法第 77 条） 等 

・工事完成届・・・・・・・・・・様式Ｇ１１ 

  【添付書類】工事写真（施工前、施工中、施工後、材料写真）、竣工図 等 

・変更届・・・・・・・・・・・・様式Ｇ１０ 

  【添付書類】変更工程表 等 

※様式をダウンロードして必要事項を記載し、必要書類を添付して道路管理者へ提出して

ください。 

 

＜施行会社の手配＞ 

 道路利用者の安全確保や二次被害防止等のため、損傷した道路施設は早期かつ確実に復旧

する必要があることから、該当業種の建設業許可を受けており、かつ、施行する復旧工事と

同種工事の施工実績がある施工会社を手配してください。 

※建設業許可を受けた会社は、有資格業者公表名簿（北陸地方整備局）から確認すること

ができます。 

※施工実績は国土交通省が発注する工事に限りませんが、国土交通省の発注に係る近年の

受注実績は、入札情報サービス（ＰＰＩ）から確認することができます。 

 

 

○道路管理者が復旧する場合 

 道路施設の損傷状況等から緊急的に復旧しないと道路管理上支障となる場合や、原因者施

行では早期かつ確実な復旧が認められない場合等により、道路管理者が損傷した道路施設を

復旧し、道路法に基づき原因者にその復旧費用の負担を命じることがあります。 

 

 

 

 

http://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/shinsa/yuusikakumeibo.html
https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm
http://www.hrr.mlit.go.jp/road/sonsyouhukkyuu/G3_sekoukeikaku.xlsx
http://www.hrr.mlit.go.jp/road/sonsyouhukkyuu/G9_koujicyakusyu.docx
http://www.hrr.mlit.go.jp/road/sonsyouhukkyuu/G10_hennkou.docx
http://www.hrr.mlit.go.jp/road/sonsyouhukkyuu/G11_koujikannsei.docx


 

＜概略フロー（道路管理者が復旧する場合）＞ 

    

 

 

 

 


